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要約

本研究は・　r児童の権利に関する条約jに準拠した子どもの権利擁護システムを構

築するための課題を考察したものである。現行のわが国の児童福祉法には，子どもの
人権救済，子どもの権利代弁，子どもの権利調整にかかわるサー甲スは体系化されて
いない。そこで，今年度は，カナダ3州（ブリテッシュコロン ビア州・オンタリオ州

・ケベック州）における子どもの権利擁護の動向を把握し，子どもとその家庭（親）

のウェルビーイングの促進を目的とした子ども家庭サービス ・システム構築の課題に

ついて論じた。

見出し語；児童の権利に関する条約，子ども家庭サービス，子どもの人権救済，

　　　　　子どもの権利代弁，子どもの権利調整　
曳
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はじめに

　カナダは10の州と2つの準州で構成される連邦国家

である。今年建国129年目を迎えた。具体的には，太

平洋側からブ．リテッシュコロンビア州，アルバータ州，サ

スカチュワン州，マニトバ州，オンタリオ州，ケベック州，

ニユー・ブランズイック州，ノバ・スコシア州，プリンス

・エドワード島州，ニュー・ファンドランド州の10州

とアラスカの隣ユーコン準州，ノースウエスト準州の2

つの準州である。

　そして，カナダには，①連邦政府（Federa1（bver㎜ent），

②州政府（Provinoial　Gover㎜ent），③市町村（ぬnicipal

Government，ToΨn，cityorDist鷲ct）の3つのレペル

の政府がある。まず，連邦政府の主な仕事は，軍隊，財政

・銀行・国税，移民，外交，交通，労働，通信・放送．カナダ

郵政，国家警察，その他各州に共通する年金，失業保険，公

的扶助などの社会保障，先住民族などを所管している。

州政府の主な仕事は，教育，労働，スポーツ・レクレーシ

ョン，ソーシャルサービス，道路・橋脚・商速道路，オン

タリオ健康保険。病院，観光，州警察，住宅などを所管し

ている。『さ飾に市町村の仕事ぽ公共卒導図書館』ゴミ，

建築許可，地方警察，公園・遊び場，駐車場，街灯，消防な

どを所管している。

　ソーシャル・サービスなどのプログラムは州政府と市

町村が所管しており，カナダの児童福祉はという品般的

な表現はできない。日本の社会福祉は上位下達で国が策

定した法律で諸サービスが実施される。だが、カナダで

はそれぞれの州政府が独自の法律を作る。例えば「子ど

も家庭サービス法」　（1984年）はオンタ リオ州政府

の法律である。しかも，市民運動により下位上逮でさま

ざまなプログラムが策定される。ある意味では，それぞ

れの州が一つの国であるという理解をした方が日本人に

は理解しやすい。ただし，ユーコン準州とノースウエス

ト準州の2つの準州は連邦政府が直接所管している。

　さて，オンタリオ州の揚合，保健医療・教育と福祉サー

ビス，ソーシャルサービスにかかわる省は，保健省

（Hinistry　of　Health），コミュニ』ティ・ソ」シャノレ・サ

ービス省価inistry　of　Co皿munity　and　social　Services），

教育省（Mi腱istry　of　Education）』・司法省（Minis捻y　of　l

the　Attomey　Genera1），市民権省価inistry　of　C工t五zen

ship）などがある。・タテ割り行政の弊害をなくすためオ

ンタリオ州政府間関係省（Ministry，of 工ntergovemment

al　Affairs）がおかれている。

　本論では，・英国系の文化がメイン。ストリーム（主流）

としての歴史を有するブリテッシュコロンビア州とオン

タリオ州，フランズ系の文化がメィン・ストリーム（主

流）としての歴史を有するケベック州の3州における子

どもの権利擁護の動向につて概観し，今後の日本におけ

る課題を考察したい。

1．子どもの権利条約と子ども，家庭，コミュニティ

　カナダは子どもの権利条約を世界に先んじて批准した

国の一つである。この国際条約の批准はどのように子ど

も家庭サーピスに反映されているのだろうか。まず，ブ

リティッシュコロンピア州の実態を概観する。

1）大学における子どものケアワーカー養成課程カリキ

　ュラムと子どもの権利条約

　ブリティッシュコロンビア州は，子どもの権利条約を，

’子どもを含めた一般市民に知らせるプログラムを積極的

に展開している。子どもの保護や教育に携わる専門家を

養成するヴィクトリア大学のr子ども青少年ケデ学科』

では，子どもの成畏や心理学を専門領城とする敏員が中

心となり，子どもの権利条約に対する理解を深め，カナ

ダ社会の文脈の中でどのように適用させるかを主眼とし

た講座を開き，教育マニュアルも開発している。

2）子ども家庭サ」ビスセンターの指針と子どもの権利

　条約

　　　　　　　　　　　　　　　　一

　ブリティッシュコロンビア州の各地に設置されている

子ども家庭サービスセンターは，大部分を政府の補助金

・で運営する公益法人（非営利組織，準公的機関） である。

子どもが保護を要する状沸に介入レて， 問題鰍（子ど
もと親のトリートメント），あるいは適切なトリートメ

ントの場所や方法の照会などに当たる。各地の子ども家

庭サービスセンターには理事会が組織され，センターの

事業に関してはその理想や方針が絹織宣言という形で明

示されている。バーナビー子ども家庭サービヌセンター

の所長E・キャスティン氏はr組織宣言には，1ブリテッシ

ユコロンビア州の「子ども家庭，コミュニテ イサービス

法」とともに子ども権利条約の趣旨が反映ざれている。」

と指摘している。

3）子どもの権利の遵守と権利啓発およぴ監視をおこな

　　う子ども権利擁護者

　ブリテッシュコロンビア州には，州の子どもリアドボ

ケット（子どもの権利擁護者〉と呼ばれるポストが1994
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年から設けられている。子どもの権利擁護者の職務と機

能については後述するが，主な業務は，州の各地域で開

かれる子どもや家庭に関わる会議やコミュニティの集会

に出向いて子どもの権利の啓発を行うとともに，コミュ

ニティでの子どもの二一ズや問題を把握し，調査を行い，

子どもの権利に関して関係省庁や関係大臣に対して勧告

や提言を行うことである。

　またバンクーバー市は市独自の制度として子どもの権

利擁護者1（チャイルドアドボケイト，Child　advocate）

という市長直属のポストを設けている。この制度は州の

子どもの権利擁護者との関係はないる業務は，バンクー

バー市の各コミュニティで開かれる子どもや家庭に関わ

る会議やコミュニティの集会に出向いて子どもの権利の

啓発を行うとどもにノコミュニティでの子どもの二一ズ

や問題を把握し，調査を行い，市長や市議に対して勧告

や提言を行うことである。

4）子どもの権利条約を反映した子ども施策

　．「バンクーバー市の子どもに関する政策（1992，3，12）」

には，　「子どもは社会の重要な資源であり，未来の希

望を代衷するものぞある。また私たちは子どもの存在に

より豊かさを与えちれる。それゆえ，子どもの価値はコ

ミュニティによって認められ1 歓迎される。またケアと

養育は，家族と広義のコミュニティにより貴任を分担さ

れ，子どもの成長は私的公的な資源により支援される

（以下略）」と明記されている。

同市が作成した「子どもの権利に関する宣誓」　（1992，

3．12）は，同州の「子ども家庭コミュニティサービス法』

と子どもの権利条約に表された趣旨を反映させた以下の

8項目から成る。①基本的生活および保健教育，子ども

のケア， 余暇とレクリエーションの機会の保障，②子ど

もを中心としたスティグマを伴わない，コミュニティベ

ースのサービスを受ける権利，⑧家族の子どもに対する

ケア能力を商める支援を受ける権利，④虐待や暴力を含

む子ども一に対する不適切な関わりから保護される権利，

⑤多様な価値観を育て，・各々の文化的遺産を尊重ずる権

利，⑥地理的コミュニティおよび文化的背景を同じくす

る一コ．ミュニティにおけるプログラムやサービスに参加す

る権利，⑦コミュニティのプログラム計画に関して二一

ズや精神的成長に伴って意見を表明し，計画策定に参加

する権利，および，⑧子どもの意見を尊敬と尊厳をもっ

て聞かれ扱われる権利。

　子どもの権利条約には，多様性文化に関する言及も含

まれている。国家の政策とレて多様性文化社会を支持す

るカナダ，特1こアジア系人口の多いバンクーバー市は，

その宣言にも多様性文化とその共生の方向佐を明示して

いる。

2．子ども家庭サービスのシステムと法制

1）子ど転家庭，コミュニティをとりまく法

　ここで3州の子どもと家庭に関するサービスを規定す

る法律について概観する。子どもと家庭に関する施策や

サービスは，青少年の犯罪に関する連邦法（青少年犯罪

者法，Young　Offenders　Act）と子どもと家庭へのサービ

スに関する州法により規定されている。州法はそれぞれ・

ブリテッシュコロンビア州では，「子ども家庭，コミュ

ニディサービス法」、 （Child，Family and　Co皿munity

Service　Act），オンタリオ州では，「子ども家庭サー

ビス法』　（Child　and　Family　Services　AGt），ケベッ

ク州では， 「青少年保護法」　（Youth　ProteotiQn　Aot）

という名称で制定されている。

　以下3州の子どもの権利の保障と権利擁護の制度や具

体的サービスについて解説する。バラ（児童福祉の法律

学者および児童福祉専門家）は，『カナダ児童福祉法』

（Bala，N．ンHor嵐ckン」．P．，＆Vog1，R，，1991）において，

カナダ全土（各州）の児童福祉の法の比較分析を試みて

いる。この書では，各州の児童保護の過程と手続きが各

州でどのように異なっているか，またそれがどのよ・うな

意味をもつのか等について検討している。子ども家庭サ

ービスに関わる3州の法と，、それに基づくサービスを細

かく見て行くと，それらは全く同じであるとはいえない。

しかし，3州の法律どれにも子どもの権利が明記され，

子どもを保護し，公的サ㌣ピスの下でのケアの方向（子

どもの処遇）を決定する遇程と法的手続きとして，子ど

も，機関（子ども家庭サービスセンター），親（または

その代理〉三者の権利を代表する弁護士により代弁され

る制度が作られている。さらに，1子どもと家庭の処遇を

決定する過程と処遇決定の後の流れにおける子どもの有

する権利などが明記されでいる。そこに反映されている

理想と方針には共通性が認められる。一それは，子どもの

権利条約に表された権利とも共通している。

2）子ども家庭サービスの流れ1

ケアに至るブロセス

　ケベック州の例を用いて子ども家庭サービスの流れを

見て行こう。ケベック州における児童，青少年の保護は

『青少年保護法」　（Youth　Protectibn　Act）に準拠して
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いる。地区ごとに設置されている青少年保護センター

　（Youth　Protection　Centre）がサービスを提供する。

青少年保護センターには，青少年保護センター所長（D

Y　P，Director　of　Youth　Protection）が任命されている。

そして，法で保障された権限が，機関ではなく，それぞ

れの所長に存在する。ケベック州では，法にYouthとい

う言葉を用いているが，これは，青少年だけでなく，乳

幼児から工8才までを含むと定義されている。

　青少年保蔑センターには，通報やその他の連絡をとお

してケアを必要とする子どもに関する情報，』例えば子ど

もを虐待している親，子どものケアを怠っている親，子

どもの衛生状態が悪くて死に至る危険があるケースなど

準入る。この時の情報により，ソーシャルワーカーは，

センターで扱うべきケースとするか， または他の機閲に

照会するか判断する。センターで扱うケースと判断すれ

ばプ担当のワーカーを決め状況の調査を実施する。調査

の結果，その子どもの保護が必要であると判断すれば，

家庭から短期，長期，永久に分離してケアを行うか，そ

れとも家庭に子どもを残して，青少年保護センターやそ

の他のトリートメント機関がどれくらいの期間，どのよ

うにかかわるかなどの具体的計画を策定する。

3）インケアの子どもの権利1

ケベック州の例

　ケベック州の例を通して，ケアの下にある子どもの権

利を見ていこう。　「青少年保護法』・には，子どもの成長

や養育に対する一般的考え方とケアにある子どもの処遇

について触れている。一般的考え方として，次のように

記述されている。　「すべての子どもはできる限り正常な

家庭環境⑪omal　family　envirdnment）と匹敵する環

境で育てられ，かつそのケアを継続されることが望まし

い。」

　青少年保護法の中で，子どもの権利は，次のように保

障されている。

　情報に関しては，子どもと親はこの法の下にある権利

を知らされ，代弁者（アドボケータ一）の助言を得たり，

上訴する権利を有する。

　聴聞の権利及び子どもの保護とリハピリテーションヘ

の権利として，子どもの処遇の決定に開して，子ども，

親，および子どもの利益に関して介入しようとするすべ

ての人は法廷で聴聞の権利を有する。子どもの移送に関

しては，たとえば里親や施設から他の里親や他のセンタ

ーへ移る際，子どもの親および子ども自身が状況を理解

できれ，ば， 意見を聞かれなければならない。また，子ど

もは移送の前に情報を受けていなければならない。

　ケアにある子どもは・医療・社会・教育サ』ビスを受

ける権利を有する。

　コミュニケーションの権利に関しては次のように規定

されている。ケアの下にある（里親またはリハビリテー

シヨンセンターでケアを受けている）子どもは，代弁者

　（アドボケーター），所畏，権利委員会，青少年裁判所

の判事や書記官と秘密にコ ミュニケーションを取る権利

がある。裁判所が条件をつけない限り，子どもは，親，

兄弟姉妹に秘密を守ってコミュニケーションを取る権利

がある。裁判所や施設の所長が条件をつけない限り，他

の人ともコミュニケーションを秘密に取ることができる。

条件については，その理由と共に子どもと親に書面で送

られなければならない。また所長の決定に不服のある子

どもまたは家族は， 裁判所に不服を申し立てできる。 裁

判所は，所畏の決定を確認または破棄することができる。

さらに，所長に子どもが秘密でその人と連絡を取る権利

のあることを伝える。

　施設内の規則は，理事会の承認を得て，目にどまりや

すい場所に掲示されなければならない。またその写しは，

子どもが内容を理解できる年齢であれば子どもに，．また

親に，そして，権利委員会，保健社会サーピス省に送ら

れ，なければならない。拘禁に関しては，青少年は，成人

と同じ場所に拘禁されてはならない。

オンタリオ州の例　　　　 　　　 、　
”『

　オンタリオ州の法では，ケアのもとにある子どもの旛

利として，次の事柄を保障している。

　一時的なケアにある子どもには，面会の権利が保障さ

れている。特に制限を設けられなけれぱ，家族と定期的

に面会したり，個別に話すことができる。さ．らに，その

子ども担当の弁護士，子ども家庭サービス権利擁護事務

所より任命され，子どもの代弁のため子どもを代表する

他の人，オンブズマン法のもとで任命されたオンブズマ

ンとオンブズマン事務所のスタッフ，およびオンタリオ

の州畿会またはカナダ連邦議会のメンバ旨に面会するこ

とができる。 　　　　　　　　　　　　　㌔二 r、

　通信の権利に関しては，そして（特に制限がなければ）

他者により読まれたり，検閲されたり，一または事前審査

なしに郵便を送り受け取ることが権利として保障される。

　個人はブライバシーを有する。また，宗教実践の自由）

子どもの二一ズにあったケア計画に関する意見表明の権

利を有する。

　栄養，品質の適した子どもの成長度や活動， 季節に適

した衣服を提供される権利を有する6医療と歯科診療，
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子どもの適正と能力に合った教育，子どもの適正や関心

に適したレクリエーションと体育活動への参加の権利が

与えられる。

　親は，次の事柄に関して，子どもに対する自分の方針

を維持することもある。教育と宗教活動や子どもの医療

への同意を与えたり，または拒否することである。

　子どもはその能力に応じて医療，教育シ宗教，居住施

設へのブレースメント，移送に関する考えを聞かれる。

このために，子どもは理解のレベルに応じた言語によっ

て情報を与えられる。子どもは，①この部分にある子ど

もの権利，②内部の不服申し立て過程，・さらなる審査，

③子ども家庭サービスアドボカシー事務所（Office　of

ChUd　and　Family　Service　Advooacy〉について，④1

2歳以上の子どもに対する審査過程，⑤青少年犯罪者

（Young　Offenders）に関する審査過程に関する情報が

与えられる。⑥ブレースメントにある子どもの責任につ

いても明記する。⑦居住サービスでの日々の生活に関す

る規則に関する情報も与えられる。

　国家の保護下（永続的ケア）にある子どもについては，

子どもの弁護人からのコミュニケーションをのぞいては，

子どもへの郵便は，①子どもの面前でサーピス提供者ま

たはそのスタッフが開けることがある。またサービス提

供者が禁じているものに蔚しては，検査することもある。

②通信も同様に扱われる。

4）ケアの継続や方針に関する審査請求の権利

　ブリティッシュコロンビア州め例を用いてケア計画に

対する審査請求する権利を説明する。子どもの保護の方

針をめぐり対立する立場にある人は，審査を請求するこ

とが可能である。子ども家庭，コミュニティサービス法

（Child，Fε皿ilyandCo血munityServiceAct）では♪こ

れは上級裁判所への上訴を通してである。また裁判所は

新らしいヒアリングを実施するよう指示することができ

る。子ども家庭審査委員会（Child　and　Fa回ily　Reyiew

Board）は，権利に関して支部（サービスの支部）の審査

を実施する。審査委員会は権利侵害の防止（回復）また

は報告に対して命令権を持つ。大臣は審査委員会

（Review　Board）に対して指示することもある。

　オンタリオ州め場合，不服申立と審査の過程に関して

は次のように規定している。内部の不服申し立ての過程

について， サービス提供者は以下の人々からの審査を実

施したり，それを保障する。①インケアの子ども，②子

どもの親，または③子どもを代表するほかの第三者がこ

れに該当する。

　さらなる審査については，内部の審査に満足せず・さ

らに不服を申し立てる場合，この法によりサービス提供

者以外に大臣が審査を行う人を任命する。この場合，ヒ

・アリングを要求する揚合もある。この揚合，．任命された

人は，30日以内に審査を完了し，結果と提雷を含む報

告書を提出する。ヒアリングが行われなかった場合，報

告書は，以下の人に提出される。①不服申し立てをした

人，②サービス提供者， および③大臣。大臣は，不愚申

し立てを行った人，サービス提供者に助言を行う。

・3．インケアの子どもの権利擁護システム

1）アドボカシー（権利擁護）

青少年権利擁護委員会（ケベック州）

　ケベック州では，インケアの子どもの保護および権利

に関する監視機能として，青少年権利擁護委員会（Co回一

mission　de　proteGtion　de　la　jeunesse）の制度が青少

年保護法法の中で規定されている。オンタリオ州では，

子ども家庭アドボカシー事務所（Office　of　Children

andFa飢1yServiceAdovocacy）であり，またブリテッ

シュコロンビア州ではオンブズマン事務所（0皿buzuman’

s　Office）と子ども権利擁護者（子どもアドポケット，

Children’s　advocate，㏄）がその機能を受け持っている◎

オンタリオ州とブリテジシュコロンビア州は委員会形式

ではないが，これらの事務所機能と委員会の機能は類似

している。　

　以下，青少年の権利擁護委員会の機能をケベック州の

青少年保護法から説明する青少年の権利擁護委員会（

Co皿missiondeprotectiondelajeunesse）は，14人
の委員で構成され，委員長，副委員長，および委員より

成る（この人数は，法律改正により変わる模様，同権利

擁護委員会会長C・ジロー女史〉。委員畏と副委員長の

任期は5年。その他は， 3年を越えない任期で任命され

る。委員会はこの法の規定に基づき，次の義務を遂行す

る。この法または青少年犯罪法により保障されている子

どもの権利を保護することる 申請または委員会の動議に

より（裁判所が介在していない場合），子どもまたはグ

ループの権利が人，施設， 』または機関により侵害されて

いる状況を調査する。子どもの権利が侵害されているど

のような状況をも補い修正するのに必要な方法を取る。

　さらに同委員会は，一般の人々，特に子どもの利益の

ために子どもの権利に関する情報プログラムを作成し放

送に協力する。随時，保健社会サービス省，教育省，お

よび法務省に対して提言を行う。委員会の動議または保

健社会サービス省および法務省の要請により， 適合性に
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関わるどのような問題についてもy調査と研究を実施す
る。

　同委員会の調査の手順として情報の公開を行い義務の

遂行のための行為について，委員会のメンパーは訴追を

受けない。裁判官の書面による認可のもと，委員会のメ

ンバーは，子どもの安全または発逮が危険にさらされて

いると考える根拠のある揚合，および委員会の調査の目

的でその場に入ることが必要である揚合，実地の調査を

行う。委員会は訴えられた行為の終結を提案したり，そ

の状況の補償をする方策を提言する。委員会の提言が定

められた期間内に達成されない場合は，審査会

　（tribunal）にその問題を照会する。委員会はファイル

に情報を記録として保管するが，子どもや親の名前は，

子どもが18才に達したら，誰のものか判明できない形

で残すこととする。

オンブズマン事務所とアドボケイト（権利擁獲者）　（ブ

リティッシュコロンビア州）

　児童，青少年および子ども家庭アド求カシ｝法（

Child，YOUthandFamilyAdVOCaCyACt，・1994年12月修

正）は，子ども，青少年，および家庭アドボカシー事務

所（ChildンYouth，and　Fam最y　Advocacy　Office）の設置

と機能と，州の総督代理により任命される「アドボケイ

ト」　（A　Child　Youth，and　Family Advocate）iこ与えら’れ

る権限などに関して規定している。

　また，アドボカシー事務所の機能の項では，アドボカ

シー事務所の設立と機能について説明する。その機能と

は，①子どもの権利と利益を保障し，②子どもと家族に

対する公正・対応性，適切な不服申し立てと再審査過程

を保障し，③サーピスに関する普及性，効果，対応性，

適切性について政府とコミュニティに情報を提供し，④

ヌミュニティのアドボカシーサービスを促進し，コーデ

ィネートするこ とであるとしているみ

　また，ア・ドボケイト（権利擁護者漁Child，Youth，
and

Family　Advocate）の権限として，ブリティッシュコ

ロンビア州の子ども青少年家庭権利擁腹法に記された権

利擁護者の権限としては，1①個人やグルーブのケース

調査や再審査1②ケースカンファレンス，管理上の再審

査，仲裁（mediatioめ）等の過程を開始したり，参加する。

③子ども，家族と面会や事情聴取，④子どもの権利につ

いて社会への広報や啓発，⑤子どもの権利についての法

律，政策，サービス実践に関して提言する，⑥省， 機関，

コミュニティの組織化を含む権利擁護の施策を保障，支

援，およびH交渉，達帯，仲裁などによる紛争の解決過

程における権利擁護を行う。

　一方権利擁護者は，裁判における弁護士としての代弁

機能は持たない。権利擁護者は，サーピスに関する審査

を行うため〆情報に対する権利を有する。それらの権莉

とは，①公的機関による後見または統制に関して，権利

擁護者は情報を得る権利を有する，一方，②権利擁謹者

が必要とする公的機関の情報は，権利擁護者に対して公

開ず磯醜もつ。⑧ただし，弁護士紗ライエントの

関係に関する者は除外される。

　ケアを提供する場の責任者は，権利擁護者に対して，

審査に必要な情報を提供しなければならない。これには，

子どもや青少年によるコミュニケーションを含む。例え

ば，①里親，グループホーム，施設などの責任者は，’子

どもが権利擁護をする天にたいして連絡を求めたら，直

ちにその要望を権利擁護者に対して伝えなければならな

い・また・②権利擁護者に対して手紙を送りたいと子ど

もが訴えたら，施設等の責任者はただちにそれを送らな

ければならない。

　権利擁護者は，実地調査に入る権利を持ち，里親，グ

ループホーム1施設での職務を遂行するため，権利擁獲

者は実地調査の権利を有する。

子ども家庭アドボカシー事務所（オンタリオ州）∵

　オンタリオ州の「子ども家庭サービス法』の中では，

サービスの内部およびシステムに閲する不服を取り扱う

機能として子ども家庭アドボカシー事務所（Child　and

Fami工y　Advocacy　Office）が位置づけられている。この

事務所の役割は，①認可サービスまたは認可機関から購

入するサービスを受けまたは求めている子どもと家族の

アドボカシー（法廷での子どもや家族の弁護を除く）の

システムのコーディネートと管理，②これらの子どもと

家族の利益に関する事柄や問題に関してダ関係大臣に助

冒をする。

2）法律専門家による代弁機能

　子どもの立揚を代弁する弁護士（Childreガs　Lawyer）

　と法廷

　保護を要する子どもに関してその処遇を決定すう際に，

子どもの利益と親の利益が磯関（青少年保謹センタ」）

の立てた計画と対立する場合や，ケア方針 （計画）／と親

の考えが一致を見ない場合など法廷で争うことになる。

例えば，青少年保護センターが行った調査結果に基づく

ケアの方針に対して，親が保護を要する状況を否定した

り，ケアに婁する期閥や方法に同意しなレ・こども起ヒり

うる。その際，青少年保護センターの弁瞳士，子どもの

弁護士がそれぞれの権利を代表する。親も弁護士を立て
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る。これら3者の利益に関わる人々．も法廷で証書する。

　裁判所はチ親と子どもそれぞれの権利が代弁者によっ

て代表される；とを伝えなければならない。子どもの利

益と親の利益が対立する揚合，裁判所は，同じ代弁者が

双方を代表できないことを伝えなけれぱならない。裁判

所は，子と親に関係するすぺての代弁者にそれぞれの立

場を聞く。青少年保護所長，青少年権利委員会，または

法務長官， およびそれ以外の人で子どもの利益に関係し

ている場合，裁判所で立証する。

　裁判にあた？ては，14才以上の子どもは宣誓により証

言することができる。子どもが14才未満で宣誓の意味

を理解できなくても，子ごもに関係する事実を報告でき

ると裁判所が判断した揚合，その子どもは離言できる。

証言が子どもの精神的または情緒的発達に有害であると

裁判所が判断する場合には，子どもには証言をさせない。

　裁判官は子どもの保護およびケアの計画決定に対して

重要な役割を果たす。裁判官は，子どもの心理と子ども

の成長の度合い，現在の状況と子どもの将来にもたもす

影響を考慮して判決を下す。 その際，子どもの心理社会

的成長に対する予測を含め，高い専門性が求められる。

子どもの立場を代弁する弁護士も同じような能力を求め

られる。子どもの立揚を代弁するとは，子どもが単に宮

葉で表している欲求を代弁するだけではないからである。

青少年保護センターのソーシャルフーカ」は，子どもの

発遷や将来の状況， 親と子どもの関わりなどから子ども

のケアに最善と考えられる計画を提示することになって

いるが，親や子どもがそれに同意するとは限らない。

　このようにして三者が法廷でそれぞれの立場を代弁す

る弁護士を介して子どものケアの方肉性を決定する方法

にはいくつかの考え方があるすモントリオールの青少年

保護センター付きの弁護士をしていうM・フォーリーは，

r少なくとも裁判という形で出された結果について・三

者それぞれは，その決定を受け入れる（ac叩pt）という

姿勢が生球れる。この意味で・裁判はより公平な方法で

あるといえるのではないか』と語った。

3）裁判および権利擁護制度をめぐる議論

　こ恥まで，子どもが保護を必要とする揚合，ケア（そ

の処遇）の方針決定に際して生じる法的代弁制度および，

処遇の間に保障されなけれぱならない子どもの権利，お

よびぞれらが侵害されたと考える際に用いる権利擁護の

制度にっいて見てきた。これら法に保障されている権利

を守る仕絹みについてどのような議論がなされているか

についても触れておきたい。

　子ども，親，機関がそれぞれ弁護士を立てて法廷で争

う過程について，そこに関わる人々に及ぽす影響が議論

されている。 たとえば，裁判という形で法的に決着をつ

けることが子どもの発達に伴う心理に影響を及ぽす。ま

1ヒ，裁判の過程に要する時問とエネルギーは，子どもに

とっても親にとっても高いストレスを生み出す。・裁判の

間，行き先の決まらない子どもの精神状態は不安定にな

るなどの問題が指摘されている。

　オンタリオ州やケベック州では，弁護士を介在させる

裁判以外に，調停（ミディ茜一ション，mediation）のあ

り方も模索されている。 また，オ著タリオ州では， 籠書

の際，子どもがたとえば犯罪者である相手の顔を見なく

てもよい証言の方法（たとえばスクリーンを使用して隠

すなど）も検討さ恥ている。

　一方1子どもの保護にあたり，その計画を公の裁判で

決定する方法は，その決定の過程はより客観的で公平性

があり，その結果が三者（子ども，親，機関）にとって当

初の計画とはことなるものであっても，その決定を受け

入れる機会を作る意義を持つ。一方，裁判は決着が着く

までに畏い時間を要し（公費で大半はまかなわれるとは

いえ）かかる費用は高額である。

　裁判に関わる三者（子ども家庭サービス機関，子ども，

親）以外にも，権利擁獲のあり方に関しては議論が見ら

れる。例えば子どもの虐待の嫌疑をかけられたケア提供

者の人権と，子どもに保障されている通報の権利との関

わりについては，疑いについて調査する期間のスタヅフ

の処遇に関して適切な方法が見いだされていない。 また，

疑いが無実であるとわかった揚合の訴えられた職員の人

権の扱いなどの問題がある。

5． 民間の活動と子ども自身によるアドボカシ層

　これまでカナダ3州における子ども家庭サービスを規

定する法の下にある子どもの権利と権利擁護のシステム

を慨観してきた。これらの州では，法で保障される権利

とそれを監観し，擁護する制度の他にも，民問で行われ

る専門家集団による青少年のための法律事務所活動やそ

の他の組織を通じてインフォーマルな権利擁護、（

natural　adovocacy♪Off二ce　of　the　O皿buds皿an　of．

British　Columbia，1993）の形態が相互に有機的に働いて

いるといえる。

　これらの機能を大別すると以下のようになる。．

1）子どもの保護やケアに関する計画の決定にあたり子

　ども，子ども家庭サーどス， 親の三者の権利を代弁

一167一



日本総合愛育研究所紀要　第32集

　する弁護士と裁判所。

2）システムの内容に関する不服申し立てについて実地

　調査を行い，結果を審査し，関係機関や大臣などに

　提言を行って状況の改善を提書する制度。オンブズ

　マン，アド求カシー事務所，アドポケット（人とし

　ての権利擁瀬者）など。

3）子ども家庭サービスシステム（機構）内にある審査

　委員会（Review　Board）。

4）インケアの子どもネットワーク＝インケナのネット

　ワークを通じてケアの利用者の間の情報提供と自分

　たちの権利擁護を行うケアのもとにある青少年のイ

　ンケアネットワーク（Youth　in Care　Network）。

5）法律専門家集団による青少年法律事務所：青少年の

　正義（Justice　for　Youth）と称する青少年のため

　の法律事務所は，法律専門家集団によって絹織され，

　裁判は公的法律扶助制度を用いてまかなわれ，る。

子どもの権利擁護に関する民間の活動と公的支擾

1）インケアの子どもネットワーク’

　これまで紹介した3つの州では，子どもの有する権利

を子ども自身が行使することに伴い，子どもに対する情

報提供・1権利行使の方法・具体的対象をより明確な形で

子どもに伝える子どもめ権利（ケアにある子どもの権利），

聚急連絡先などを書いたハンドブックが作られ，法律で

規定された公的権利擁護活動とインフォーマルな（自然

の〉権利擁護活動の両方を通じて権利に関する啓発がお

こなわれている。 各州にあるインケアの青少年ネットワ

ークは，インケアの子どもたちに対して自分たちの権利

と責任を知らせる。また，権利擁護に関する援助が必要

な時の連絡先に関する情報を提供している。ケアにある

子どもが自分の受けるケアに関して意見表明をするカを

つけ，自分たちの権利と資任を理解し，自分の権利をど

のように守るかを訴える。このネットワークの子どもた

ちは自ら出演して，ケアにある自分たちの権利をいかに

守るかを知らせるビデオ（Know　your　rights！「権利を

知ろう1』1」995，‘British　Colu皿bia）も作成している。

　これらの啓発活動に用いられる権利ハンドブックやビ

デオに示された内容と特色は次の通りである。第1に，

責任主体としての政府を具体的にわかりやすく子どもに

説明していること。子どもの保護とケアは法で保障され

ている子どもの権利であり，子どもへの責任は親と政府

にある。権利ハンドブックでは，子どもの前に現れる政

府の具体的イメ」ジを明らかにして子どもに伝えている。

例えばケベック州の権利ハンドブックの質疑応答では

　「致府が子どものケアをしてくれると醤うけれど？」

「政府とは，．ソーシャルワーカー，青少年保護センター

の所長，警察」という具合に伝えている。 また，選択肢

しを1つではなく複数用意し，子どもが選択肢から自分

で選択できるようにしている。

　子どもの処遇（ケア）に関しては，機関のソーシャル

ワーカーから権利と責任に関して説明を受け，情報があ

たえられることになっている。しかし，子どもが与えら

れる情報を十分行使しているとはいえない。そこで，例

えぱ，権利侵害が生じた場合の対処の方法としての通報

先の電話番号（複数），機関， 人（権利擁護者）などを

具体的に知らせる権利の啓発活動が必要となる。また，

自分の出生やこれからの生活の方向に関して知る権利な

ど，具体的に子どもに説明することが必要である。

　ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州では，ケ

アの期間を終えた （インケアからケアを終結した）子ど

もたちが出演して，自らの経験にもとづき，権利と費任

を同じような経験をするであろう子どもたちに伝える啓

発用のビデオとバンフレットが作成されている．このよ

うなケアにある子どもたちのネットワークは，インケア

の子ども家庭サーどスセンターの集まりの後押しにより，

子どもたち自身のセルフヘルブや自寛的な権利擁護を育

てることから始まった。グルーブホームでの生活や問題

の分かち合い，権利擁護活動とその方法を後進に伝える

方法としての州や連邦レベルのネットワークづぐり， ビ

デオやパンフレット作成にまでに発展して“る」

　子ども家庭サービスのケアに入る子どもたちにとづて，

自分と同じような顔をした青少年が不安の表情とと・もに，

あるいは自信や喜びの表情で語る効果は見逃せない。

　さらに子どもの移送に関する情報提供などについても》

ソーシャルワーカーとの関わり，情報を提供され，ずに移

送された事例や自分の権利について語る。一 このようにし

て， ケアを提供される場所での権利に関する情報提供と

権利行使の方法を利用者（子ども）の経験を通して，具

体的にわかりやすく伝えている。［

2）青少年法律事務所

　青少年に正義を1（Justice　for　Youth）と称する青

少年法律事務所は，法律専門家集団によって組織され，

裁判は公的法律扶助制度を用いてまがなわれる。向組織

は，主として16歳以上の青少年のケアに関する裁判の

援助を行う。事務所は弁護士会の資金により運営され，

専従の弁護士による代弁を行う。同組織は訴訟援助の他，

独自の青少年向けの権利ハンドブッグ『権利を知ろう』

価ow　yo皿rights！，1992）や， 青少年保護や権利擁護
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高橋他＝3，子どもの権利擁護と子ども家庭サービス・システム構築への課題

に関する地城資源マップを作成している。 droitsdelajeunesse（1990〉、一

6，今後の日本の子どもの権利擁護にかかわる課題

　これまでカナダの3州における子どもの権利擁護のあ

り方を概観した。この中で，これから子どもの権利擁蔑

システムを構築して行くに際しての日本にとっての示唆

とはどのようなことだろうか。まず，子どもに対する権

利の啓発は”具体的にわかりやすく”をモットーに進め

られなければならない。子どもにとって権利の行使とは

どういうことかその意味が理解されなけれぱ，権利の啓

発の目的を達することができないからである。

　今後の課題としては，第1に，権利擁護のシステムを

具体的に明示した法の整備があげられる。第2に，子ど

もの権利について子どもに知らせる具体的方法の開発と

実施が上げられる。これは，権利ハンドブックやビデオ

の作成，フォーラムなどを通じて行うことができる。第

3に，権利とは何かを具体的に示すワークショップなど

で，職員の技術や実践に対する啓発が行われう必要があ

ろう。第2と第3の課題を実現させるためにも，法制度

の整備が先決ではなかろうか。それに伴い政策や具体的

な実施計画が作られ，人材や資源の配分がおこなわれて

ゆくと考えられる。

Justi6e　for　Children　and　Youth　and　Com皿unity　Legal

Education　Ontario．　（1992）．　　Know　　our　ri　　ts！　A

le　al　　uide　to　　our　ri　hts　and　res　ons工bi1ユties
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